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恭

子

一
、

は

じ

め

に

隠
元
隆
碕

(
一
五
九
二
ー

一
六
七
三
)
の
渡
来
は
、
仏
法
を
広
め
る
こ

　
ユ
　

と
が
目
的

で
あ

っ
た
。
そ
の
法
と
は
、
具
体
的
に
三
教

一
致
に
あ
っ
た

こ
と
が
、

『黄
奨
和
尚
扶
桑
語
録
』
(
「復
首
座
慧
門
公
弁
者
醤
」
)
か
ら

分
か
る
。
『黄
彙
清
規
』
は
、
こ
の
隠
元
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
禅
宗

寺
院

の
規
矩
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
そ
の
役
割
は
、
近
世

日
本
に
お
け

る
禅
宗
の
儀
礼
の
中
に
中
国
の
仏
教
儀
礼
を
確
認

で
き
る

　
　
　

こ
と
か
ら
、
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
黄
奨
宗
は
ほ
か
に
も
、

近
世
日
本

の
文
献
や
書
の
文
化
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
知

　
　

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
江
戸
初
期

の
出
版
事
業
や
、
書
道
に
お
け
る

唐
様
の
書
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
の
仏
教
儀
礼
な
ど
が
清
規
を
介
し
て
伝
わ
り
、
近
世

以
降
も
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
は
、
現
段
階
に
お
い
て
明
ら
か

に
な

っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
『黄
奨
清
規
』
が
果
た
し

た
役
割
を
、

「文
」
と

い
っ
た
視
点
か
ら
、
考
察
し
た
い
と
思
う
。
な

お
、

「文
」
は
、
日
本
文
化
に
お
い
て
文
献
や
書
道
に
大
き
く
関
わ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
悟

り
と
文
字

「悟
り
」
は

「文
」
(文
字

・文
章

・
書
体
)

に
よ
っ
て
表
せ
な
い
と
言

わ
れ
て
い
る
。
『黄
壁
小清
規
』

の

「尊
祖
章
第
三
」
は
、
悟
り
、
す
な

わ
ち
見
性
成
仏
は
文
字
に
よ
ら
な
い
と
達
磨
が
悟

っ
た
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
悟
り
は
、
語
録
に
残
さ
れ
た
り
、
墨
跡
に
揮
毫
さ
れ
た
り
す

る
。
こ
の
と
き
清
規
は
、
規
矩
の
役
割
を
果
た
し
て
は
い
な
い
の
だ
ろ

う
か
。

隠
元
は
、
智
は

「文
」
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
、
「智

也
者
、
典
文
以
全
雅
也
。」
と
、
『松
隠
三
集
』
自
序
に
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
隠
元
は
、

「文
」
が
三
才
を
備
え
、
万
物
が

一
体
化
し
た
も
の

で
、
悟
っ
た
も
の
を
天
の
文
と

い
う
。
こ
の
三
才
は
、
天
道

・
地
道

・

人
道
か
ら
な
っ
て
お
り
、
道
徳
に

一
致
し
て
従

う
と

『易
経
』
説
卦
伝

　　
　

に
記
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。
隠
元

は
、
聖
人
の
道
徳
を
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「悟
り
」
、
聖
人
が
天
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
を

「文
」
と
い
う
語
に
あ

ら
わ
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
『老
子
』
下
編
第
十
二
章
に
は
、
聖
人
は
公

の
心
に
よ

っ
て
徳
を
行
う
と
あ

る
。
隠
元
も
道
徳
に
あ
ら
わ
さ
れ
た

「文
」
を

「斯
文
之
道

(『松
隠
三
集
』
自
序
)」
と
称
し
て
い
る
。
本
来
、

斯
文
は
、
儒
教
の
学
問
に
つ
い
て
い
う
が
、
隠
元
は
そ
の
解
釈
を
儒
教

に
限
定
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「斯
文
」
は
、
後
漢

の
察
琶
の

『象
勢
』
と
い
う
書
物
に
、
「鳥
遺
跡
、

皇
韻
循
。
聖
作
則
制
斯
文
。
」
と
あ
る
と
い
う
。
『築
勢
』
は
、
『晋
書
』

衛
恒
伝
の

『
四
髄
書
勢
』
と
い
う
書
物
に
収
録
さ
れ
、
聖
人
が
創

っ
た

と
い
う
文
字
の
発
生
を
論
じ
た
書
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

「文
」
は
文

字
を
意
味

す
る
。
ま
た
、

『説
文
解
字
』
叙
も
庖
犠

・
神
農

・
黄
帝
と

い
っ
た
上
古
の
聖
人
が
、
文
字

の
は
じ
め
を
作

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
文
字

の
起
源
を
記
し
た
書
物
は
、
こ
の

『説
文
解
字
』
叙
や

『
四

鐙
書
勢
』

が
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
、

「文
」
を

聖
人

の
悟
り
が
顕
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
い
、

「文
字
」
を
そ
の
徴
と

考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、

「文
」

を
め
ぐ
る

『
黄
檗
清
規
』

の
役
割

隠
元
の
書
記
を
務
め
た
僧
に
、
独
立
性
易

(
一
五
九
六
-

一
六
七
二
)

が
い
る
。
独
立
は
、
江
戸
初
期
の

「唐
様

の
書
」
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
。

一
方
で
、
三
教

一
致
論
を
唱
え
、
聖
人
と
悟
り
の
関

係

に
つ
い
て

『有
薫

別
緒
自
刻
分
宗
』
に
も
論
述
し
て
い
る
。
ま
た

『書
論
』
と
い
う
著
述
も
残
し
た
。
そ
の
冒
頭

「斯
文
大
本
」

と
い
う

項
目
は
、

「字
縣

一
書
之
始
、
文
成
文
義
之
中
。

(中
略
)
則
字
者
、
文

之
本
、
理
之
源
也
。
」
と
記
し
て
い
る
。
隠
元
や
独
立

の
記
述
か
ら
は
、

悟
り
が

「理
」
と
い
う
語
で
表

さ
れ
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て

「文
」

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に

『
書
論
』
は
、
独
立
が

一

般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
書
道
史
と
は
異
な
る
理
論
を
用

い
て
論
じ
た
も

　
　
　

の
で
あ
る
。

『黄
檗
清
規
』
「梵
行
章
第
五
」
は
、
沙
門
の
行
い
が
書
を
習
う
こ
と

と
典
籍
に
博
く
通
じ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
学
芸
に

乏
し
く
見
識
が
低

い
俗
士
や
、
妄
念
に
迷
っ
た
凡
夫
の
智
、
す
な
わ
ち

俗
智
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
書
と
典
籍
に
博
く
達
し
た
者
は
、
書
記

と
し
て
の
つ
と
め
が
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戒
壇

・
度

牒
に
関
す
る
儀
礼
等
や

『大
明
會
典
』
を
遵
守

す
る
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
『大
明
會
典
』
は
、
明

の
文
官
の
規
範
で
あ
る
。
こ
の
遵
守

は
、
黄

檗
宗
全
体
が
書

・
典
籍
に
敏
感

で
あ
っ
た
こ
と
や
、
書
記
の
仕
事
が
典

礼
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
こ
れ
は
書
記
が
、

法
語

・
経
典
と
い
っ
た
筆
写
を
行
う
が
、
典
籍

や
規
範
に
通
達

し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「文
」
は
、
こ
の
よ
う
に

『黄
檗
清
規
』
に
顕
わ
さ
れ
、
典
籍
や
仏

教
儀
礼

の
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
規
矩
と
し
て
の
威
力
は
叢

林
で
行
わ
れ
る
ほ
か
に
、
出
版
な
ど
の
社
会
事
業
を
通
し
て
文
化

へ
の

定
着
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ぼ
、
先
の
独
立
は
、
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『書
論
』
の
理
論
に
基
づ
い
て
文
字
学
の
基
本
図
書
を
示
し
て
い
る
が
、

江
戸
初
期

に
刊
行
さ
れ
た
辞
書
類
と
符
合
す
る
。
ま
た
、
黄
檗

の
出
版

に
用
い
ら
れ

た
書
体
や
書
式
な
ど
が
、
現
在
我
々
の
身
辺
に
お
い
て
確

認
で
き
る
の
も
、
こ
う
し
た
規
範
性
が
強
く
伴

っ
て
い
た
可
能
性
を
考

え
た
い
。

四
、
三
教
と
文
字
の
関
係

次
に
、
仏

教
が

「不
立
文
字
」
を
主
張
す
る
の
に
、
何
故
儒
教
と

い
っ
た
解
釈
を
用
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

独
立
性
易

の

『有
燕
別
緒
自
刻
分
宗
』
と
い
う
著
述

に
は
、

「自
得

之

一
…機
、
日
聖
、
日
仏
、
日
仙
。
非
別
有
致
中
之

一
性
而
已
　
也
。」
と

あ
る
。
聖
は
儒
教
、
仏
は
仏
教
、
仙
は
道
教
を
い
う
か
ら
、
独
立
の
思

想

は
三
教

一
致

に
基
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
隠
元
も

「道
通
三
教

敬
心
。
」
な
ど
と
、
三
教

一
致
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る

記
録
が
あ
る
。
す
で
に
、
中
国
で
は
元
の
時
代
に
静
斎
学
士
の
劉
論
が

『三
教
平
心
論
』
を
著
述
し
て
い
る
。
『
三
教
平
心
論
』
に
は
、

「嘗
中

國
之
有
三
教
也
。
(中
略
)
大
抵
儒
以
正
設
教
。
道
以
尊
設
教
。
佛
以
大

設
教
。

(『大
正
蔵
』
巻
五
二
)」
と
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
隠
元
が

帰
化
す
る
以
前
に
、
三
教

一
致
論
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、

こ
こ
で
も
伏
犠
の
書

(八
卦
)
は
、
儒
教

の
聖
人
で
あ

る
伏
犠
の
悟

り
の
徴
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ご

と
か
ら
、

「文
」
は
悟
り
の
徴
で
あ
り
、
文
字
と
深
く
関
係
す
る
と
認

識
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

五
、
結
び

に
か
え
て

以
上

「文
」
が
、
『黄
檗
清
規
』
に
規
定
さ
れ
た
規
矩
と
し
て
の
威

力
を
発
揮
し
、
江
戸
初
期
に
お
け
る
仏
教
儀
礼
や
文
化
に
顕
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
。
言

い
換
え
れ
ば
、
明
末
清
初
の
中
国
の
典

範
や
叢
林
の
規
矩
が
、
江
戸
初
期
の
日
本
に
移
入

さ
れ
た
例
で
あ
る
と

い
え
る
。
『黄
檗
清
規
』
と

「文
」
の
関
係
が
、
書
跡
や
書
法
と

一
緒

に
移
入
さ
れ
た
こ
と
や
、
独
立

の
独
創
的
な
思
想

に
つ
い
て
検
討
す
べ

き
問
題
が
多
い
と
思
う
。

1

平
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保
章
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』
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川
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文
館
、
昭
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十
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)
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2

鎌
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仏
教
儀
礼
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(大
蔵
出
版
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一
九
八
六
年
)
。

3

大
槻
幹
郎
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創
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黄
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出
版
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て
」

(
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檗
文
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』
第

一
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六
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一
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九
六
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)
。

4

公
田
連
太
郎

『易
経

講
話
』
五

(明
徳
出
版
社
、
昭
和
五
十
六
年
)
。

5

拙
稿

「独

立
性
易

の
六
義

解
釈

に

つ
い
て
」

(
『黄
檗
文
華

』
第

一
一
八

号
、
平
成
十
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年
)
。
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